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    新聞紙上に「公判前整理手続」という聞き慣れない言葉が登場するようにな

った。これは、公判（法廷における刑事裁判手続）が開始される前に、裁判所・

弁護人・検察官（場合により被告人も加わる）の間で、当該事件の争点を明確

にし、証拠を整理しておき、適正・迅速で分かりやすい公判審理を実現しよう

とする制度である。これまでの刑事裁判は、とかく分かりにくく、長すぎると

の批判が寄せられていたが、二〇〇九年五月までに実施される裁判員裁判も踏

まえて刑事訴訟規則が改正されてこの制度が導入され、昨年一一月一日をもっ

て施行された。 

 その内容は、次のような手続を第一回公判前に済ませておき、公判が始まっ

たら迅速で分かりやすく審理が進行できるようにしておくというものである。 

 即ち、裁判所主宰の下に、検察官、弁護人の順序で、証明しようとする事実

を明かにしてその証拠調請求をし互いに証拠を開示する。その中で、弁護人は

未開示の検察官手持証拠の開示請求をして検察官請求証拠に同意するか否かの

判断材料にしたり、弁護側の証拠として使用できるか否かを判断する。このよ

うな手続きを進める中で検察官、弁護人は不足している主張や証拠を追加し、

最後に裁判所は、公判で取調べる証拠、証人とその取調べ順序・方法を決定す

る。 

 裁判所は、この公判前整理手続を起訴後三ヶ月以内で修了させたい意向のよ

うであり、裁判員裁判においては公判が始まれば連日開廷の上判決ということ

になるので、迅速な裁判という目的には資することになる。しかし、刑事訴訟

上の他の制度の運用如何によっては真実発見という刑事訴訟の大命題にもとる

結果を招来し、裁判に対する国民の信頼にも影響しかねないし、弁護側にかな

り重い負担を負わせることになる。即ち、第一にこの手続が利用される重大事

件にあっては弁護人と被告人との綿密な打合せが不可欠であるが、現状では、



 

身柄拘束の必要性のない被告人まで勾留する事例も多々見られ、証拠隠滅や逃

亡のおそれのない場合でも容易に保釈がされない状況にある。この人質司法と

いわれる運用の改善が不可欠である。第二に、否認事件の中には警察や検察官

の取調べが強制、誘導に亘り、その下で無理に作成された被告人の自白調書に

任意性・信用性がないとして、延々と取調べ状況を再現するための証人尋問等

の証拠調が行われることが多い。しかし、これでは訴訟遅延は避けられない。

このような事態を避けるために欧米等で行われている取調べ状況の録音・録画

により直接取調べ状況を裁判官・裁判員・弁護人が検証できる方策をとること

が不可欠である。第三に、検察官の手持証拠の内、被告人に有利な証拠が積極

的に開示されることが不可欠である。再審事件等では、再審段階になって開示

された検察官の手持証拠が弁護側にとって宝の山であったなどということも稀

ではない。第四に、「止むを得ない事由」がない限り、公判前整理手続終了後

には証拠調請求ができないことになっているが、現実には被告人に有利な証拠

がかなり後になって発見されることも多い。従って、この「やむを得ない事由」

の解釈如何によっては、被告人、弁護人にとって著しく不利になることは明ら

かである。 

 その他、この制度には前提として解決しておかなければならない問題が多く、

まかり間違うと迅速な裁判という美名の下にそれ以上に重要な真実発見という

大名題が背後に押しやられる可能性が大である。 
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